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司会 あ りがとうござい ま した， ゆき ぐに大和病院は，

随分，地域 と密着 してい ろんな活動をや ってお られ ると

ころです が， ホームケアステー シ ョソを中心 とした在 宅

医療 の数 々， そ して，特 に リハの問題 についてお話 を頂

きま した，

大分時聞 が詰 まって参 りましたけれ ども，では， その

次，河 内先生，新潟県医師会の理事 でいらっしゃいます ．

前回の在宅医療の シソポジウムの時 に，医師会はメンバー

と して は参加 して いなかったわけてす が，その後，在宅

医療の検討委員会 が作 られ ま して，河 内先生が委員長で

いらっ しゃいます． いろいろ検討 され ま して，県 に提言

などがあった様子で あ りますが，それ につ きま して お願

い致 します．

4)医 師会の立場か ら

「在宅医療,在 宅ケアの現況 と対策」

新潟県医師会　 河 内 実

The Present Aspect and Prospect of Home Medical Treatment

and Home Care

-From the View Point of a Medical Association-

M.D. Minoru KAWAUCHI

Niigata  Prefectural Medical Association

Since the fall of last year the prefectural medical association has set up a study committee

on home medical  treatment, carried out a questionnaire survey on methods of responding 

to home care at the municipal medical association level, and held several study sessions 

concerning the results. As a result, the prefectural medical association has reached the 

conclusion that the medical profession should participate in the development of welfare 

policies with medical treatment (medical associations) strictly taking the initiative. 

   (1) Present level of awareness of home medical treatment and home care 

   Regarding the degree of interest that prefectural citizens have in welfare, including 

home medical treatment and home care, surveys by the prefectural government' s Public 

Welfare Department last fall and doctors show that the level of understanding is inadequate. 

   (2) Response of medical associations 

   (a) Municipal medical associations will set up study committees on home medical 

treatment and actively discuss the situation with local governments. 

   (b) Medical associations will organize training sessions and study groups concerning 

home medical treatment and home care and exchange information with facilities. 

   (c) Establishment of emergency system in each district (24 hours a day, 365 days a 

 year); liaison with hospitals and  consultation. 

   (d) Proposals and advice for establishment of visiting nurse stations.
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医療 と福祉の整合

県医では,経年秋以降 ｢在宅医療検討協議会｣を設け,

今後の在宅医療 ･在宅ケアへの各郡市医師会 レベルでの

対応のあ り方について, 2回にわたるアンケ- 卜調査 と

それをもとに した数回Lり検討会を重ねてきた.

そのアンケ- 卜調査によると,礁棲的に自治体 とかか

わ りを持ち,前向きに在宅医療検討委農会などをつ くっ

て,医療と福祉の整合に努めている地域医師会もあれば,

残念ながら自治体からの呼びかけ もなく,行政主導で医

療が引 きず られていると思われる地域など,県下全域で

の地域格差,バラつきの大 きいことが判明 した.

そ して,更に当協議会では,数回の検討から,魔高齢

社会の21世紀を目の前に して我々医師がもう一度医療 と

福祉のかかわ りに深 く思いをいた し,あ く蜜で も医療

(医師会)が リ-ダーシップをとった形で,福祉政策の

展開にかかわって行 くべきであるとの結論に適 した.

Ⅰ) 在宅医療 ･在宅ケアの認識の現況

a) 県民の在宅医療,在宅ケアを含む福祉に対する関

心度の調査が,昨年 7月県民生部によって行われた.そ

の結果は高齢者の公的介護サ-ビスの認知度,利用の意

向は ｢表 1｣の示す様に時々郁%であった.また意識調

査の主なものを例記すれば ｢養2｣①体が不自由になっ

た時世話を してもらいたい人は圧倒的に家族で次に医療

施設,特轟等で24%.② 家族の要介護者にして もらい

たいことは,在宅介護サービスをうけての自宅介護が52

%,できるだげ早 く施設をこ入れたい 20.8%,③ ホ-ム

ヘルパーをこ擁みたいこと,入浴60%,食事45%,話 し相

手36%,㊨ デイサ-ビスの希望頻度,よく利潤する26.1

%,時々利周する5壇.9%,⑤ ショー トステイ希望威風

よく利周する26.嶺%,時々者fj周す る53.7%,⑥ 親族

以外の相談相手,かかりつけ医47.9%,友人 20.7%,

介護支援 セソタ- 14.7%で県民に在宅 ケアが十分理解

きれているとは云えず,医師会のアンケー ト調査でさえ

も十分理解 されていないのが現状である.

表 2 意識調査結果

塗)体が不自由になった時世話を して もらいたい入
圧倒的に家族で次に医療施設,特養等で24%

② 家族の要介護者にしてもらいたいこと
在宅介護サ-ビスをうけての自宅介護 が52%′,
できるだけ早 く施設に入れたい20.8%′

③ ホ--ムヘルパーに疎みたいこと
入浴60%,食事竣5%,話 し相手36%

④ デイサービスの希望頻度
よく利用する26.1%,時々利周す る 54.9%

⑤ ショ- トステイ希望頻度
よく利用する1)(ち.LIOo.時 々利明する53.7-0.

⑥ 親族以外の相談相手
かか りつけ医 47.9%,友人 20.7%,
介護支援センター 14.7%

衷 嵐 公的介護サービスの認知度 ･利用意向

認 知 度 利 用 意 向 巨 ESあり なし あり なし わからない

ホ-ム㌔＼ルパ- 75.8 l∴7 46.5 10.1 36.9 6.5

ショー トステイ 66.5 25.9 40.5 ll.7 40.2 7,6

デイサ-ビス 67.7 24.7 43.1 10.6 38.7 7.5

訪 問 指 導 7().6 22.3 53.8 5.7 33.4 7.I

訪 問 看 護 60.1 3:～.2 47.9 6.6 37.8 7.6

日常生活用具の給付 61.9 29.4 48.8 6.0 36.5 8.5
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n) 医師会の対応

i) 郡市医師会に在宅医療検討協議会を設け,各自治

体の保健テ医療,福祉計画策定に参画.特に高齢者サ-

ビス調整チ--ム (図 l,図 2)に参加し,関係機関の方々

と十分意見変換をする.

ii) 在宅医療,在宅ケアに携わる医師相互の連携を

計りながら研修会,勉強会を行うと同時に訪問看護ステ-

ショソ (図 5)介護支援センタ- (図 4),自治体の保

健婦,OT,PT,KW,ヘルパ-が一同に会 し定期的に

情報交換を行 う.

iii) 在宅医療の確立には ｢ねたきり｣に関する24時

間365日体制が基本と考える.これには病診連携の整備

が必須であると同時に近隣医師相互の診々連携が急務で
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あり地域の実状に応 じた対応をする必要がある.

iv) 都市はともかくとして医療過疎の地域では医師

会立か,もしくは自治体と共同で訪問看護ステ-ショソ

を確立 し,病院退院後の後療法及び看護,又タ- ミナル

ケアの対応が医師会に求められている.

都市に於ては,まず病院に訪問看護ステ-ショソをつ

くり,市民の理解,認識をえたところで地区の要望をま

とめ,医師会と自治体と協議の上建設することとなる.

Ⅲ) 医師の対応

上記の如 く各医師会活動の中で医師は在宅医療,在宅

ケアシステムを寮極的に構築 し,下記の事柄を確実にす

る必要がある.

a) 脳卒中情報の授供す脳卒中情報システム (図 3)を
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図 1 地域ケア概念図 (高酪著)
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図 3 脳卒中情報システム俸系図

図 4 在宅 介護支援-t=ン'1--(7)役割

図 5 老人訪問潜護ステ-ショソ
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図 6 社会保険診療報酬

活潤 し,その後の対応及び疫学的考察を行う.

b) 癌登録を積極的に行い,その後の対応と療疫学

的考察を行 う.

C) 在宅医療に対する新 しい医療保険制度 (在総詮等)

を十分理解,消化 し,訪問看護ステ-ショソの利頗

活用すること.

因に保険の仕組の概要は (図6,図7)に示す,

以上,現時点における計画をのべた.今後会員の英知

をあつめ医療,保険,福祉の整合を求め,更に拡大 し,

住民の安らかな老後やタ…ミナルケアに資する様活動す

べきものと考える.

司会 ありがとうございました 医師会としては,県

民の医療福祉サ-ビスの受け方が,地域によって格差が

あるというふうなことのないような,全体的な視野に立っ

た対応を考えていきたいと,特に訪問看護ステーション
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鍵 寝たきり老人在宅総合静療料

ィ.院外処方せんを交付する場合

ロ.院外処方せんを交付 しない場合

(計画的な数学的管理の下で 1月をこ2回以上の訪問診療)

● 2･1時間逮捕体制加耳

* 緊急時Å院体制加算 く有床診療所)

● タ- ミナルケア加算

● 寝たきり老人訪問診療科 (i田につき)

ィ.寝たきり老人在宅総合診療科を届け出ていない
医療療関

口.寝たきり老人在宅練合診療科を届け出ている
保険医療機関

(遇 3回を限度)

8患者の家で死亡診断を行った場合

● タ-ミナルケア加算 くイの場合)

e 寝たきり老人末期訪問診療科

ィ.寝たきり老人在宅総合診額料を屈抄出ていない保執医療機関

(1)週3回目蜜での訪問のあったE3

(2)週4回日以降の訪問のあった日

● タ-ミjlルケア加筆

ロ.寝たきり老人在宅総合診療科を屠抄出ている保険医療親閲

(1)週3回目蜜での訪問のあった日

(2)遇 4回日以線の訪問のあったE3

● 寝たきり老人訪問指導管理料

-I - - t ~ t-L I I ll

鯵 寝たきり老人訪問賓護 ･指導料 (1EHこつき)

1.保健婦または瀞澄婦を訪問させた場合

Z.准賓渡筋を訪問させた場合

(遡3回を限度)

● ター ミナルケア加算

図 7 老人診療報酬

をこついては,これを普及させることが在宅医療の差 し当

たっての向上に極めて重要であるというお話であったか

と思います.資料を御覧になりますとお解 りになります

那,更にいろいろ詳 しい検討もなされているわけであり

ますが,恐らく時間の関係があって,河内先生はお省き

になったのだろうとと思います.実は4人の皆様からお

話を頂いたところで,質疑を予定 しておりましたが,今

ここで質疑をやりますと,特別発言の時間が無 くなって

しまいます.このまま,藤本課長から行政の対応につい

て,御追加の発雷を頂きまして書もし,時間がとれまし

たら,質疑を行いたいと思います.藤本先生お願い致 し

ます.

5) 行政の立場から

新潟県環境保健部公衆衛生課

藤 本 真 一




